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三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（第２期）賛助会規約 

 

（目 的） 

第１条 三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（第２期）（以下「プロジェクト」

という。）は、三重県内の自動車、食・観光、情報関連産業において、産業政策と

一体となった雇用創出に取り組むことで、安定的かつ良質な雇用を創造することを

目的としている。 

本規約は、三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（第２期）推進協議会規約第

１０条に基づき三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（第２期）賛助会（以下「本

会」という。）を設置し、円滑かつ適切に運営することを目的として、必要な事項

を定めるものである。 

 

（役 員） 

第２条 本会に、次の役員を置く。 

（１）代表 １人 

   本会を代表し、業務を統括する。 

（２）理事 ３人以内 

   代表とともに本会の運営にあたる。 

（３）監事 １人 

   本会会計を監査する。 

２ 代表は、三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（第２期）推進協議会（以下「推

進協議会」という。）会長をもってあてる。 

３ 理事及び監事は、推進協議会の構成員の中から代表が指名する。 

 

（役員の任期） 

第３条 役員の任期は、令和４年３月３１日までとする。 

２ 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

 

（理事会） 

第４条 理事会は各年度１回開催し、予算・決算を審議議決する。その他必要に応じ

て臨時に理事会を開催することができるものとする。 

２ 理事会は代表が招集する。 

３ 理事会は、代表が議長となる。ただし、代表が出席できないときは、あらかじめ  

代表が指名する者が議長となる。 

４ 理事会は役員の２分の１以上の出席をもって成立し、理事会の議決は、出席者の

過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。 

５ 理事会は、必要に応じて書面、又は電子メールによる開催とすることができる。 
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（会員の資格） 

第５条 本会の会員は、プロジェクトの目的及び事業を支援し賛助する企業であり、

三重県内に事業所がある、又は事業所を設置する予定のある企業とする。 

会員は次の２種とする。 

（１）一般会員 

 特別会員以外の会員をいう。 

（２）特別会員 

 「イ－２②ＩＣＴ人材確保支援補助金」及び「イ－２③就転職フェア等出

展支援補助金」のいずれか、又は全部を活用することができる会員をいう。 

 

（会 費） 

第６条 会費は年会費及び別表の臨時会費とする。 

２ 一般会員の年会費は、無料とする。ただし、特別会員の年会費は、30,000円又は

50,000円とし、申込年度の２月末日までに納めるものとする。 

３ 臨時会費は、別表に定める対象ごとに、利用する際に納入する。 

４ 納入された会費は返納しないものとする。 

 

（会員の便益） 

第７条 会員は以下の便益を受けることができる。 

（１）プロジェクト各種事業（無料の事業）への参加 

（２）プロジェクトホームページへの企業名の掲載 

（３）プロジェクト各種事業、その他の三重県及び公益財団法人三重県産業支援セン

ターが実施する事業の案内 

（４）特別会員は、納めた会費が30,000円の場合、「イ－２②ＩＣＴ人材確保支援補

助金」、「イ－２③就転職フェア等出展支援補助金」のいずれかを活用すること

ができる。納めた会費が50,000円の場合、全部を活用することができる。ただ

し、活用できる回数は、各事業１回を限度とする。 

（５）別表に定める臨時会費のうち、事業利用料の対象事業は、対象の事業ごとに

10,000円を納めることで活用することができる。 

（６）別表に定める臨時会費のうち、高度加工機器利用料の対象機器は、対象の機器

ごとに１時間あたり2,000円を納めることで活用することができる。 

 

（入会申込） 

第８条 入会を希望する企業は、本規約に同意し、かつ本規約を遵守することを誓約

のうえ、所定の申込用紙に必要事項を記入し、推進協議会事務局に提出するものと

する。 

２ 入会申込後に会員資格を変更する場合、別途推進協議会事務局に申請するものと

する。 
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（会員の資格期間） 

第９条 会員の資格期間は、入会申込後から令和４年３月３１日までとする。ただし、

特別会員の資格は入会年度限りとする。 

２ 一般会員の資格は、毎年度自動更新される。特別会員の資格は、資格期間の終了

後、翌年度の４月末日までに継続の申請がない場合、一般会員として自動更新され

る。 

３ 会員は退会したとき、本会が解散したときは、会員資格を喪失する。 

 

（会費の使途） 

第１０条 プロジェクトの目的を達成するために推進協議会が実施する事業に係る三

重県への負担金として使用する。余剰金は、次年度へ繰り越しできる。 

 

（会計年度） 

第１１条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（予 算） 

第１２条 本会の予算は、代表が作成し、理事会において承認を得なければならない。 

 

（決算報告） 

第１３条 本会の決算は、代表が作成し、監事の監査を受け、理事会において承認を

得なければならない。また、推進協議会総会において報告するものとする。 

 

（文 書） 

第１４条 文書の取扱いについては、三重県の例による。 

 

（事務局） 

第１５条 本会に事務局を置き、本会の事務の調整、会計事務にあたる。 

２ 本会の事務局を、三重県雇用経済部雇用対策課及び公益財団法人三重県産業支援

センターに置く。 

３ 事務局長は、三重県雇用経済部雇用対策課長をもってあてる。 

４ 事務局長は、事務を総括する。 

５ 本会の会計事務の処理については、代表が別に定める。 

 

（調査等への協力） 

第１６条 会員は推進協議会が実施する雇用に関する調査等に協力するものとする。 

 

（申込書記載事項の変更） 

第１７条 会員は、入会後に企業名、メールアドレス等、申込書の記載事項の変更が

生じた場合は、速やかに推進協議会事務局に報告するものとする。 

２ 前項の変更の報告の遅滞に起因する本会からの通信途絶又は誤配については、本
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会は責任を負わないものとする。 

 

（会員情報等の取扱い） 

第１８条 本会は、会員が入会申込時に届け出た会員に関する情報（第１７条により

変更された情報を含む）を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講

ずるよう努める。 

２ 会員情報を、会員に同意を得ずにプロジェクトの活動以外の目的に利用しないこ

ととする。 

 

（反社会的勢力の排除）  

第１９条 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来

にわたっても該当しないことを確約するものとする。 

（１）法人等又はその役員等が、暴力団関係者と認められる。 

（２）法人等又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、 

又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利

用したと認められる。 

（３）法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者に資金等の供給、資材等の

購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められ

る。 

（４）法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有している

と認められる（密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポ

ーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。この場合、特定の場所で偶

然出会った場合は含まないが、年１回でもその事実がある場合は当該要件に該当

する。）。 

（５）法人等又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められる（社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力

団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティ

ー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。こ

の場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。）。 

（６）法人等又はその役員等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利

用したと認められる。 

２ 会員が、前項の規定に反することが判明した場合、会員資格を取り消し、支払っ

た会費は返納しないものとする。 

 

（解散） 

第２０条 本会は推進協議会の解散をもって解散する。本会が清算をする場合におい

て有する残余財産は、三重県に贈与するものとする。 

 

附 則 

１ この規約は、令和元年７月２２日から実施する。 
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附 則 

１ この規約は、令和２年６月８日から実施する。 

附 則 

１ この規約は、令和３年５月１４日から実施する。 

 



6 

 

別表 三重県地域活性化雇用創造プロジェクト賛助会の臨時会費（第６条第１項関係） 

種  別 対   象 単 位 金 額 

事業利用料 １ イ―２②ＩＣＴ人材確保支援事業における「ＩＣＴ

活用ハンズオン支援事業」（専門家派遣） 

 

２ イ―２③働き方改革実践取組促進事業における「働

き方改革アドバイザー派遣事業」、「働き方改革ふるさ

と就職セミナー事業」及び「障がい者の働きやすい職

場づくりモデル事業」（専門家派遣） 

 

３ イ―２④実践型高度ものづくり技術人材育成事業に

おける「軽量化技術等に係わる人材育成事業」（専門家

派遣） 

 

４ ウ希望がかなう就職サポート事業における「県内若

年求職者等就職サポート事業」において実施する採用

関連イベント（合同企業説明会、企業見学等） 

 

１年 対象の事

業ごとに 

10,000円 

高度加工機器

利用料 

 

イ―２④実践型高度ものづくり技術人材育成事業におい

て工業研究所に設置した３次元ＣＡＭシステムの利用料 

 

１時間 2,000円 

 

  


